
条例に基づくフローチャート

（
協
議
対
象
事
業
の
内
容
を
変
更
を
す
る
場
合
）

（命令に従わない場合）

（命令に従わない場合）

（中止又は

変更に応じない場合）

（事前着手した場合）

水源涵養保全地域の公告・縦覧（第８条第２項）

説明会の実施・意見の聴取

（第11条）

事業の事前着手の禁止

（第14条）

規制対象事業であるか否かの認定・通知（第13条第１項、第２項）

規制対象事業に該当 規制対象事業に非該当

事業着手

公表（第19条）

意見書の受理・意見の聴取

（第８条第３項、４項）

協議対象事業の事前協議（第10条）

水源涵養保全地域の指定の告示（第８条第５項）

報告徴収及び立入調査

（第17条第１項、第２項）

大地と水循環保全審議会の調査・審議

（第８条第１項、第16条第２項）

公表（第19条）

事業の中止及び原状回復等の命令

（第15条）

（
事
前
協
議
し
な
か
っ
た
場
合
）

（
事
前
協
議
せ
ず
に
着
手
し
た
場
合
）

（勧告に従わない場合）

命令（第18条第２項）

勧告（第18条第１項）

事業の中止又は変更を求める要求書

（第13条第３項）


